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Abstract
The WTO Agreement on Trade Facilitation which was in effect in

February２０１７contains provisions on improvement of transparency,
facilitation and simplification of Customs procedures, cooperation
between agencies at border and implementation tolerance for devel-
oping counties and LDCs. Although it should be welcomed to have
this new more enforceable agreement in the WTO, it is arguable
that many provisions are derived from the WCO Revised Kyoto
Convention. Duplication and fragmentation of the contents may im-
ply inconsistency in implementing similar provisions in both agree-
ments. Then, to what extent, the new WTO agreement differs from
and reinforce or weaken the provisions of the Revised Kyoto Con-
vention? In this article, with a view to contributing to future possi-
ble WTO disputes, provisions of the Trade Facilitation Agreement
are compared and examined against those of the Revised Kyoto
Convention.
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２ Wolffgang and Kafeero（２０１４）p.３５，御厨（２００９） p.７，TPPコンメンタール
（２０１９）p.１８６参照。
３ Border Agencyの和訳に従う（貿易円滑化協定第８条）。
４ Wolffgang and Kafeeroは，貿易円滑化協定の各条文と関連する改正都規約の関
連条文等を比較した結果，貿易円滑化協定の中身は改正京都規約の反映にすぎず，
規定されていない部分も他のWCO文書の反映にすぎないとしている。Wolffgang
and Kafeero（２０１４）p.１５参照。谷口は，（貿易円滑化）協定の規定ぶりは概ねWCO

はじめに

世界貿易機関（World Trade Organisation，以降「WTO」）は，GATT

（General Agreement on Tariffs and Trade）時代から貿易ルールを中心

に協定化し対象分野を拡大してきている。税関分野においては，関税評価及

び原産地規則分野について協定として取り込んできているが，２０１７年２月に

貿易円滑化協定（Agreement on Trade Facilitation）が発効した。本協定

は，１９９５年１月のWTO発足後，初めて全メンバーが合意した協定であり，

透明性の向上，通関手続きの迅速化及び簡素化，税関等の関係国際機関の協

力，開発途上国及び後発開発途上国（以降「LDC」）の協定上の優遇等につ

いて定めている。一方，税関に関する国際機関である国際税関機構（World

Customs Organisation，以下「WCO」）の作成した改正京都規約が２００６年

２月に発効しており，当該規約は，税関手続きの調和化，近代化，透明化，

簡素化等について定めており，当該条文から多くの事項が貿易円滑化協定の

条文に採用されたと言われている２。

貿易円滑化協定は税関のみを対象としたものでなく，国境において貿易手

続きに関わる省庁（以下，「国境機関」３）も対象としたものではあるが，改

正京都規約の規定内容を採用した場合には，文言が同じか似たものであれば

改正京都規約との重複（duplication）であり，規定範囲が異なっているよ

うな場合には断片化（fragmentation）が生じている可能性がある。これら

の差異は両協定の実施過程での齟齬，紛争の複雑化を招く可能性がある。

先には，貿易円滑化協定と対応する改正京都規約の規定を比較したもの４，
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等の規定やルールより範囲や義務の水準が緩和された内容となっている，としてい

る。谷口（２０１６）p.２４５参照。
５ Hamanaka（２０１４）は，交渉テキスト（２０１３年７月）と最終条文の比較を行って
いる。

６ 従前では，税関手続きの簡易化及び簡素化（simplification）といった用語が使用

貿易円滑化協定と交渉過程におけるドラフトの規定と比較検討したもの５等

があるものの，改正京都規約の規定と詳細について比較分析された文献はな

い。そこで，本稿においては，改正京都規約の規定がWTOの貿易円滑化協

定に対しどの程度反映され，どの程度強化されたのか等について分析と検討

を行うこととしたい。

貿易円滑化協定の規定の実施については，先進国については協定発効時に

実施義務があるものの，開発途上国及びLDCについては実施猶予があり，

紛争解決手続き適用には更なる猶予がある（詳細については，後述２．（１）

②参照）。本研究により，規定が実施され紛争対象となった際に，WTO貿

易円滑化協定とWCO改正京都規約の規定がどのように関わるのかという法

的問題の分析に資するものと考える。さらに，増加する自由貿易協定や経済

連携協定における貿易円滑化規定との関連や，WCOで議論されている「改

正」改正京都規約の議論（２．（２）③参照）の基礎として資することができ

ると考える。

本稿では，１．において，国際的に策定された貿易円滑化に係る国際協定

等について概観し，２．において，WTO貿易円滑化協定とWCO改正京都

規約の既定の概要とその紛争解決規定について解説，３．において，貿易円

滑化協定と改正京都規約との規定を比較分析を行い，４．において結論を述

べる。

１．貿易円滑化に関する国際的な取組み

本章では，国際連盟以降の国際機関における貿易円滑化６の取り組みにつ
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されてきたが，２０００年代以降は貿易円滑化（trade facilitation）という税関以外の
国境機関を含む概念が使用されてきた。本稿では，改正京都規約までには，税関手

続の簡易化及び簡素化，それ以降には，貿易円滑化の用語を主として使用している。

７ 国際連盟規約第２３条は，加盟国に交通及び通過の自由と全加盟国の通商に関する

公平な待遇を確保するための方法を講ずることを要求している。朝倉（１９８３）p.３７２
参照。

８ 外務省HP参照。
９ 藤岡（２０１１）p.２３参照。
１０ 藤岡（２０１１）p.２５，朝倉（１９８３）pp.３７４-３７７参照。

いて，時系列的に概観する。

（１）国連

第一次世界大戦後，１９２０年１月の国際連盟の設立等を含む国際連盟規約成

立を受け７，国際連盟経済委員会は，難しい関税率問題は後回しにし，より

実現可能であろうと思われた非関税障壁の問題から着手した。１９２３年にジュ

ネーブにおいて，税関手続きを簡易化するための国際会議が開催され，１９２３

年１１月，「１９２３年１１月３日にジュネーブで署名された税関手続きの簡易化に

関する国際条約」（International Convention Relating to the Simplifica-

tion of Customs Formalities）８が締結され，歴史上初めての貿易自由化のた

めに包括的具体的に合意された多数国間条約が誕生した９。本条約は，国際

通商の妨げとなる税関手続きの簡易化，税関規則の公正・無差別な適用，税

関規則公開の原則等を柱に，原産地証明手続きの簡易化等について定めてい

る。貿易手続きには税関以外の国境機関による手続きがあるものの，本協定

では「国際通商を不必要な，過重な又はし意的な税関手続その他累次の手続

の負担から解放すること」が「通商の衡平な待遇の原則を実現」達成への重

要な一歩であるとして，税関手続きが重要な役割を果たすと認識されていた

（同条約序文）ことは興味深い。

さらに，１９２７年５月には，国際連盟が開催する初めての会議である国際経

済会議が開催され，関税率水準以外には，関税率表の統一，関税率の安定化，

恣意的調査を避けること等の関税制度を中心とした勧告を行っている１０。
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１１ 津久井（１９９３） p.１５８参照。
１２ ハバナ憲章とGATT規定の比較は，藤岡（２０１１）pp.３７-４５参照。
１３ 藤岡（２０１１）p.３５参照。
１４ 手数料及び課徴金に関する規定と輸出入の手続きに関する規定とを区分する等の

改正。藤岡（２０１１）p.４５参照。
１５ 藤岡（２０１１）p.４７参照。

その後，第二次世界大戦終結を待たずして発せられた米英による１９４１年８

月の大西洋憲章，それを受け締結された１９４２年２月の相互支援協定に示され

た理念が「国際貿易機関のためのハバナ憲章」（以下，「ハバナ憲章」）とし

て具現化する。１９４８年３月に調印されたハバナ憲章は，米国議会の反対等も

あり，わずか２か国の署名にとどまっていたが１１，GATT第５条，第８条及

び第１０条の内容はハバナ憲章にほぼ含まれている１２。

（２）GATT

GATTは，第二次世界大戦後，成立が見込めないハバナ憲章に基づく国際

貿易機関（International Trade Organization，ITO）１３に代わって成立し，

暫定的に交渉し，適用されたもので，事務局や予算といった国際機関が備え

るべき規定のないままであったが，累次の貿易交渉ラウンドを通じて貿易交

渉を進め，貿易ルールの拡充を図ってきた。

GATTにおける貿易円滑化関連規定は，通過の自由について規定した第５

条，輸出入に関する手数料や手続きを規定した第８条，貿易規則の公表や施

行について規定した第１０条において，通関手続きを含む簡素化が規定されて

いる。なお，第８条は，１９５７年１０月に改正されている１４。では，第８条の改

正以外には，税関手続の簡素化や貿易円滑化に関する規定について何ら新た

な規定は策定されなかった１５のだろうか。

１９４９年の第二回ラウンド交渉以降，累次のラウンドにおいて関税率の削減

が行われた。ルール分野については，ケネディ・ラウンドにおいてGATT

第６条の詳細を規定したアンチ・ダンピング協定等を策定，さらに東京ラウ



30 経 営 と 経 済

１６ 当該協定は，１９５０年に欧州関税同盟スタディ・グループによって起草された，関

税における物品の評価に関する条約（Convention on the Valuation of Goods for
Customs Purposes，通称ブラッセル評価条約）を置き換えることとなる。

１７ 東京ラウンドで策定されたこれらの協定の受諾はGATTメンバーの任意であり，
ウルグアイラウンドで策定したWTO協定のように一括受諾の義務はなかった。

１８ WTO協定に含まれる関税評価協定は，東京ラウンドでの協定が形式的変更をし
て附属書１Aに組み入れられたものであり，実質的内容は同じ。

１９ 附属書４についての受諾は任意。

２０ 当該了解は，GATT第２条１（b），第１７条，国際収支，第２４条，GATTの義務の
免除及び第２８条の解釈に関するもの（GATT１９９４の第１条（c）参照）。

２１ 他の附属書１Aに含まれる協定に関して，SPS協定では，照会所の設置（附属書
B第３項），TBT協定においては，強制規格，任意規格等に関する照会所の設置（第
１０条 ）が定められた。

ンドにおいては，GATT第７条の詳細を規定した関税評価協定１６，アンチ・

ダンピング協定の改正，補助金相殺措置協定の策定等，非関税措置に関する

１０の協定を策定した１７。そのうち，関税評価協定においては，「この協定を

実施するための法令，司法上の決定及び一般に適用する行政上の決定は，一

般協定第１０条の規定により輸入国によって公表される」（第１２条）旨定めて

いるが，公表義務についてGATTの規定に従うとされているため，実質新

たな規定ではない１８。

ウルグアイラウンドにおいては，サービス貿易，知的財産権も含んだWTO

協定が策定された。WTO協定には，附属書１Aに１３本の個別協定，附属書

１Bはサービスの貿易に関する一般協定，附属書１Cには知的所有権の貿易

関連の側面に関する協定，附属書２に紛争解決に係る規則及び手続に関する

了解，附属書３に貿易政策検討制度が規定された１９。附属書１Ａに含まれる

１９９４年の関税及び貿易に関する一般協定（「GATT１９９４」）は，GATTの解釈

了解６本２０等を含むが，いずれもGATT第５条，第８条及び第１０条を明確化

するものではなく，１９５７年の第８条改正以降，詳細化されることはなかっ

た２１。
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２２ 法的名称はCCCのままで変更はないが，真の国際機関への移行をより強く反映
するため，１９９５年から，WCO（World Customs Organization）と呼称している。
Yamaoka（２０１３） pp.９３-９４参照。

２３ ２０１９年８月現在。WCO HP参照。
２４ WCOの活動については，WCO HP参照。

以上のように，１９５７年以降は，GATT/WTOにおける税関手続きの簡素化

や税関を含む国境機関の貿易円滑化に関する規定整備はほとんど進展がな

かったといってよい。

（３）WCO２２

世界税関機構（以下，「WCO」）は，１９５２年に関税協力理事会（Customs

Cooperation Council）として発足したものであるが，もともとは，第二次

世界大戦後，欧州復興のために欧州１３カ国が関税同盟・経済同盟の結成を目

指して作った欧州関税同盟研究グループが設置した２つの委員会のうちの税

関委員会の成果である共通関税率品目表と関税評価に関する協定を管理する

ために設立されたものである。WCOは，税関行政の効果性と効率性を高め

るため，税関制度の調和及び統一を確保し，税関技術とその関連法制の発展

と改善を研究し，それに関する政府間協力を行うこと（関税協力理事会を設

立する条約序文趣旨）を目的としている。

WCOは，現在１８３の国・地域の税関当局が締約国２３であり，税関分野にお

いて，品目表及び関税評価分野以外にも，原産地規則，密輸や知的財産権侵

害物品の監視取締り，税関手続き・貿易円滑化及び倫理といった幅広い分野

において活動を行っている２４。

また，WCOは「商品名称及び分類統一システム国際条約」（International

Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding Sys-

tem，以下「HS条約」）や改正京都規約等の条約を策定してきているが，こ

れらはいずれもWCOメンバー全てに受諾義務があるのではないこと，ま

た，WTOのような強力な紛争解決手続きを使って実施を強制するような仕
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２５ Yamaoka（２０１３） p.９４参照。藤岡は，WCOは，条約制定だけでなく，拘束力の
ない（行政的）国際規範を形成することを積極的に行っている旨分析している（藤

岡（２０１１）p.２０１参照）。
２６ 外務省HP参照。なお，締約国は，改正京都規約発効当時は６１ヵ国であった（佐
藤（２００１）p.１４参照）。

組みでなく，後述する「基準の枠組み」のようなガイドラインを策定し，緩

やかに実現に向かっていくというソフトアプローチを行っている２５ことは念

頭においておく必要がある。以下にWCOにおける貿易円滑化に関する条約

である京都規約及びその改正条約，さらに，条約ではないが，２００１年のテロ

以降の安全対策と貿易円滑化の両立を図った「基準の枠組み」等関連文書に

ついて説明する。

①京都規約

WCOにおける最初の税関手続きに関する条約は，１９７３年に京都で開催さ

れた総会において採択，１９７４年９月に発効した「税関手続きの簡易化及び調

和に関する国際規約」（International Convention on the Simplification

and Harmonization of Customs Procedures）２６（通称「京都規約」と呼称）

である。当該規約は，協定の構成，受諾要件等を規定した１９条からなる一般

規約と具体的中身を規定した３１の附属書からなり，規約本体と少なくとも附

属書１本を受諾しなければならないとされており（第１１条４），附属書各規

定の実施には留保をすることができた（第５条１）。

当該規約の附属書は，物品申告書提出前の手続き，国内使用のための貨物

の通関，輸出時の貨物の通関，貨物の原産地，条件付き引取り手続き及び運

送手続き，特別な税関手続き，国際貿易に従事している者と税関当局との関

係，紛争及び犯罪及び電算化の９区分からなる。附属書中の規定は，標準規

定と勧告規定からなり，前者は，適用され国内法に規定されることが不可欠

と考えられた義務規定であり，後者は，適用が望ましいとされる規定である

（第４条）。ただし，「この規約は，国内法令によって課される禁止又は制限

の適用を妨げるものではない」と規定されており（第３条），規約全体とし
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２７ 仲丸（１９９９）pp.９-１０参照。
２８ 外務省HP参照。
２９ 日本においては，技術的用語や解釈につき，財務省税関が受諾に関する国会での

審議に関し外務省への支援を行ったが，国によってはそのような支援・協力がうま

くいかず，受諾手続きが進まないといったことも一因であったようである。現在締

約国数は１２２（２０２０年５月１９日時点）。WCO HP参照。

て，国内法に制限がある場合には，新たな義務を課すこととなっていない。

②改正京都規約

上述の京都規約について，１９７３年の採択から２０年以上経過し，税関手続き

の電算化（コンピューター化）が進んだこと，世界の貿易量が飛躍的に増加

したことから世界的にもリスク管理を基に税関審査や現物検査を行うように

なってきたこと，また，輸入申告時点で全ての税関手続きが完結するという

考え方から事後の調査を行って適正通関を確保しようという考え方に変化し

てきたこと，更には実質的に１つの附属書の受諾だけでよいため，義務化の

範囲が狭いことから２７，これら諸情勢の変化に合わせる改正が検討され，１９９４

年のWCO総会において改正交渉を行うことが決定された。その以降，WCO

常設技術委員会において同規約の改正交渉が行われ，１９９９年６月のWCO総

会において，「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書」

（Protocol of Amendment to the International Convention on the Sim-

plification and Harmonization of Customs Procedures）２８（通称「改正京

都規約」）が採択された。なお，その発効要件である４０の締約国が受諾する

のは２００６年２月までの５年近くを要した２９。

改正京都規約の構成と紛争解決規定等については，後述２．（２）参照。

③国際貿易の安全確保及び円滑化のための「基準の枠組み」

２００１年の米国同時多発テロを契機に，２００２年６月のカナダのカナナキス・

サミットで発出された「交通保安に関するG８協調行動」を受け，WCOに

おいても国際貿易の安全確保と円滑化を両立させるために実施すべき方策が

検討された。その結果，２００４年６月に関税局長・長官のハイレベルで構成さ
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３０ 改正京都規約におけるstandardとは異なり，「基準の枠組み」の基準は，“should”
で規定。

３１ １７１もの国・地域が実施を表明（２０２０年８月５日現在）。WCO HP参照。
３２ 現在の名称は，“SAFE Framework of Standards”。 WCO HP参照。

れるハイレベル戦略グループが設置され，政策委員会等での議論を経て，２００５

年６月に開催されたWCO総会において「国際貿易の安全確保及び円滑化の

ための基準の枠組み」（SAFE Framework of Standards to Secure and

Facilitate Global Trade。以下，「基準の枠組み」）が採択された。

本「基準の枠組み」は，世界レベルのサプライ・チェーンの安全確保及び

円滑化について基準（standard）３０という形でWCOメンバーが実施すべき

最低ラインを定め（「基準の枠組み」導入部）ているが，条約のように拘束

力のある文書ではない。ただし，「基準の枠組み」に対しては，各国税関行

政トップが実施表明を行う３１というWCOとしても異例の対応を行い，実効

性を高いものとしている。

「基準の枠組み」は，①電子的な事前貨物情報収集の国際標準化，②国際

的に整合性のとれたハイリスク貨物の選定，③輸出国における非破壊検知機

器を使用した貨物検査の実施，④一定の基準を満たす民間企業に対する優遇

措置の明確化，の４つを主要要素として掲げ，税関間の相互協力，税関と民

間のパートナーシップ及び税関と他政府機関との協力という３つの柱にそっ

て基準を定めている。「基準の枠組み」は，④に関連して，安全管理と法令

遵守の体制が整備された事業者（AEO：認定事業者）に関するガイドライ

ンに２００６年６月に合意し，それらに関する規定を追加，更に，事前貨物情報

に関する規定等の改訂を経て，現時点では２０１８年版となっている３２。

なお，「基準の枠組み」では，安全対策として民間を含めたセキュリティ

強化を行う必要性がある一方，合法的な貿易は阻害してはならないという趣

旨で円滑化という用語が使用されている。改正京都規約においては，こうし

た安全対策としてのセキュリティの観点は明示されていないことに注意する
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３３ セキュリティ（security）という用語に関して，改正京都規約では金銭的担保を
示しており（一般附属書第５章），安全確保という意味でのセキュリティは概念と

して含まれていない。それは，当該規約が税関における手続きの簡素化を目的とし

ており，２００１年の米国テロ事件の前に成立したことから，セキュリティという概念

が規定化されていないからではないかと考えられる。貿易円滑化協定においては，

優良事業者についての認定事業者制度の認定基準の一つとして，「サプライ・チェー

ン・セキュリティ」（supply chain security）の文言が入っている（第７条７.２（a）
（iv））（同項には，金銭的担保の趣旨でsecurity or guaranteeが挿入）。

３４ Weerth（２０１７）p.３６参照。同様の趣旨で税関間での情報交換を定めた条約に，「関
税犯則の防止，調査及び制圧のための相互行政援助に関する国際条約」（Interna-
tional Convention on mutual administrative assistance for the prevention, in-
vestigation and repression of Customs offences）（通称「ナイロビ条約」）がある。
１９７７年６月に合意され，１９８０年５月に発効しているものの，締約国は５２ヵ国にすぎ

ない。WCO ホームページ（以下「HP」）参照。
３５ １９９０年代に策定され，現在では第３版“Guide to Measure the Time Required
for the Release of Goods”となる。WCO HP参照。

必要がある３３。

④その他

i）多国間税関相互行政支援条約（International Convention on Mutual Ad-

ministrative Assistance in Customs Matters。通称「ヨハネスブルグ条

約」）

関税評価情報の交換やサプライ・チェーンの安全確保のための情報事前提

出等を定めた条約で，２００３年６月のWCO総会で採択されたが，発効規定の

５か国（第５１条１）を満たしておらず未発効である３４。

ii） 引取りまでに要する時間の調査（Time Release Study３５）

国境手続きにおける効果と効率を改善するための必要な措置をとるため，

貨物到着から貨物引取り許可までの時間を測定するために策定されたツール

であり，何ら拘束力はない。
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３６ 貿易円滑化分野は，投資，競争，政府調達の透明性とともに，新たなイシュ―（シ

ンガポール・イシュー）とされた。

３７ 近藤（２０１１）参照。

（４）WTO貿易円滑化交渉

WTOにおける貿易円滑化に関する議論については，１９９７年シンガポール

で開催された第１回閣僚会議において，関税等の国境措置が削減・撤廃され

る中，貿易手続きの貿易への影響が高まってきているとして，税関手続きも

含めその他の貿易関係手続も含めて調査分析作業を行うとされた（閣僚宣言

パラ２１）。１９９８年５月にジュネーブにおいて開催された第２回閣僚会合では，

第３回閣僚会合で決定が行えるように一般理事会で作業計画を策定すること

となったが，１９９９年１１月からシアトルにおいて開催された第３回閣僚会合で

は，貿易円滑化分野は交渉事項として扱うことが合意されたものの，閣僚会

議自体が決裂したため交渉立ち上げには至らなかった３６。その後，ドーハラ

ウンド自体は２００１年１１月のドーハ閣僚会議における閣僚宣言によって開始さ

れ，貿易円滑化協定交渉は，２００４年７月の一般理事会において他の分野とと

もに交渉分野として追加されることとなった３７。

２００４年７月の一般理事会で発出された，「貿易円滑化に関するモダリティ」

（附属書D）においては，「交渉は，１９９４年のガット第５条，第８条及び第

１０条の関連する側面を明確化し改善することにより，通過貨物を含む物品の

移動，国内引取り，貿易手続をさらに迅速化することを目的とする（脚注略）。

交渉はまた，この分野における技術支援及びキャパシティ・ビルディングの

ための支援を強化することも，目的とする。さらに交渉は，貿易円滑化や税

関法令遵守に関する，税関間又は他の関連当局間の効果的な協力も目的とす

る。」（パラ１）とされている。また，上述のように，貿易円滑化に関しては

他の国際機関においての取組み，特にWCOには関連協定等が存在すること

もあり，「技術支援及びキャパシティ・ビルディングをより効果的かつ実施

可能にし，また，一層の一貫性を確保するため，加盟国は関連国際機関
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３８ WCOにおいては，バリWTO閣僚会議における貿易円滑化協定採択の直後，ダ
ブリンで開催された政策委員会において，「ダブリン決議」を採択，WCOとして，
貿易円滑化協定の円滑な実施，WCO内に貿易円滑化に関する委員会を立ち上げる
こと，WCOメンバーに対し貿易円滑化協定の実施のための能力開発支援を行うこ
と等について決議した。支援に関しては，２０１４年６月のWCO総会において，「メル
カトール・プログラム」を立ち上げ，ドナー支援やWCO成果物の利用等，途上国
税関の貿易円滑化協定の実施支援を継続している。WCO HP参照。

３９ 水沼（２０１７）参照。その他貿易円滑化交渉の経緯の詳細については，Neufeld
（２０１４），小嶋（２０１５），谷口（２０１６）も参照。最新（２０２０年８月１０日時点）の貿易

円滑化協定受諾国数は１５３（WTO HP参照）。

（IMF，OECD，UNCTAD，WCO 及び世界銀行を含む）を招待し，この

点に関し，共同した努力を行う。」（パラ８），「この分野におけるWCOや他

の関連国際機関による関連作業に十分考慮する。」（パラ９）とされ，WCO

の役割が特記されていることが特徴的である３８。

累似の交渉会合を経て，２０１３年１２月のバリ閣僚会議において交渉が妥結，

その後の法的精査を経て，２０１４年１１月の一般理事会において貿易円滑化協定

をＷＴＯ設立協定に加えるための改正議定書が採択された。発効条件に従

い，全ＷＴＯ加盟国の３分の２である１１０ヵ国以上が受諾したことから，２０１７

年２月に貿易円滑化協定が発効した３９。

貿易円滑化協定の構成や紛争解決規定等については，後述２．（１）参照。

２ WTO貿易円滑化協定とWCO改正京都規約の概要

本章では，貿易円滑化協定の構成，実施規定及び紛争解決規定，並びに

改正京都規約の構成，紛争解決規定及び管理委員会について説明する。

（１）貿易円滑化協定

①協定の構成

貿易円滑化協定は，１９９５年のWTO設立以来，初めて全加盟国が合意した

協定であり，附属書１Aに追加され，WTO全加盟国が実施する義務となり，
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４０ Special and Differential Treatment Provisions
４１ 例えば第１条の場合には，「公表」，「インターネットを通じて入手可能な情報」，

「照会所」及び「通報」の４項目に分かれているが，さらにその項目はパラグラフ

に分かれている。

４２ ２０２０年１０月２日時点での開発途上国及びLDCの実施率は３０.３２％（開発途上国と
後発開発途上国の区分A，途上国と後発開発途上国の区分B又はCの約束の合計）。
WTO HP参照。

加盟国の同意なしにはいかなる留保も付すことはできず（貿易円滑化協定第

２４条９），また，紛争解決了解も適用される（同協定第２４条８）こととされ

た。

本協定は，第一節では，貿易規則の透明性の向上に関する措置や税関手続

きの迅速化・簡素化に関する措置等を（第１条～第１２条），第２節では，開

発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対する実施猶予措置を（第１３条～第

２２条，「特別なかつ異なる待遇規定の規定」，以下「S&D規定」４０），第３節

において，貿易円滑化委員会の設置や貿易円滑化協定が全WTO加盟国の義

務であること及び留保を付すことができないこと等（第２３条～第２４条）が定

められている。なお，本稿で主に分析の対象とする第１節については，全１２

条，４７項目の内容に分かれて規定されている４１。

②実施規定４２

他のWTO協定にも，S&D規定があるが，貿易円滑化協定では，協定の規

定について①協定発効と同時に措置を実施（区分A），②途上国自身が実施

時期を定める（区分B），③経過期間に加えて他国や国際機関からの能力開

発への援助及び支援を必要とする（区分C）という３種の区分に分けて実施

することとなっている（第１５条及び第１６条）。さらに区分B及びCで自身が

設定した期限までに実施に困難が認められる場合には延長を申請することが

でき，開発途上国については１８か月，LDCについては３年を超えない場合

には追加的延長が認められ，それ以上の実施期間の延長申請に対しても，貿

易円滑化委員会は延長の承認について好意的な考慮を払うこととなっている
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４３ Hamanaka（２０１４） p.３４９参照。
４４ 一般的に対抗措置は，同一分野の譲許その他の義務の停止を試みるべき（紛争解

決に係る規則及び手続了解第２２条３（a）とされている。

（第１７条）。特に区分Cの規定については，能力開発の支援がセットとなっ

ているため，実施できない際に実施国の問題なのか支援国側の問題かの区別

が難しいと指摘されている４３。

③紛争解決規定

貿易円滑化協定は，WTO設立協定附属書１Ａに追加され，紛争解決了解

（DSU）の対象となり（第２４条８），他の協定と同じように分野を超えた報

復措置（クロス・リタリエーション）４４も可能となっており，他のWTO協定

同様，強い執行力のある協定となっている。ただし，前記で見たように，貿

易円滑化協定の場合は，途上国の自己申告で各規定の実施期限を定め運用で

き，更に紛争解決手続きの援用が猶予されること，特にLDCに長期の実施

猶予が認められていることが特徴的である。

紛争解決手続きの適用に関しては，区分Aに分類した規定については，開

発途上国については発効から２年，LDCについては発効から６年間は対象

とならない。さらに，区分B及びCの規定について，LDCについては，規

定の実施から更に８年のDSU適用猶予が与えられている。

以上のように，特にLDCについては，特に長い実施期間の設定が可能で

あり，紛争解決手続きの援用も加えると中長期に亘ってDSUの適用対象と

ならないこととなり，貿易円滑化協定の実施に困難を抱える途上国及びLDC

に相当配慮した規定となっていると言える。なお，先進国及び区分Aに指定

した事項については直ちに紛争解決手続きの対象となる（以下，表１参照）。
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表１ 貿易円滑化協定における区分と実施期限及び紛争解決手続き適用猶予

（注）筆者作成。＊延長の要請を承認することについて貿易円滑化委員会は好意的な

考慮を払う。

既定実施から８年
間

３年未満の延長可
＊

指定規定を通報，その１
年内に必要援助支援も通
報。

LDC
C

規定なし
１８か月未満の延長
可＊

実施日を，必要援助・支
援とともに通報

途上国

既定実施から８年
間

３年未満の延長可
＊

実施日を通報LDC
B

規定なし
１８か月未満の延長
可＊

実施日を通報途上国

発効から６年間規定なし.実施規定を１年以内に実
施

LDCA
発効から２年間規定なし実施規定を即時実施途上国

DSU適用猶予実施期限の延長既定の実施期限
途上国 /
LDC区分

（２）WCO改正京都規約の概要

①協定の構成

改正京都規約は，定義や改正規定を含む規約本体，実施すべき一般重要事

項を規定した一般附属書（General Annex）及びA～Kまでの個別附属書

（Specific Annex）からなっている。一般附属書の内容としては，税関手続

に係る国際標準の実施，リスク管理，情報技術等の近代的な手法を取り入れ

ること，税関手続の適用にかかる具体的要件等を国内法令に明記し，透明性

の向上を図ること，税関が定める要件を満たす者に対しより利便性の高い手

続を認めること等を定めている。

規約本文及び一般附属書の規定の受諾は義務であるが，１０本の個別附属書

については，受諾は加盟国の任意であり，留保も可能となっている。

改正京都規約の規定には，実施義務に関し，標準規定（standard），移行

措置標準規定（transitional standard）及び勧告規定（recommended prac-

tice）という３タイプがある。標準規定は，「税関手続及び税関実務の調和

及び簡易化の達成のために実施が必要であると認められる規定」（規約本体
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４５ WCO HP参照。改正京都規約のガイドラインについては，情報技術に関して集
約して説明した ICTガイドライン（“General Annex Guidelines, Chapter７, Appli-
cation of Information and Communication Technology”）を除きHPには掲載さ
れていない。

４６ 関税分類について定めた重要な条約であるHS条約に規定する紛争解決規定と類
似している。関税分類に係る問題は年２回開催されるHS委員会において議論され，
投票により決定が行われるが，そのような作業は改正京都規約管理委員会にはない

ことに留意する必要がある。HS条約の紛争については，Yamaoka（２０１４）参照。

第１条（a）），また，移行措置標準規定は，「一般附属書において実施のた

めに一層長い猶予期間が認められる標準規定」（同条（b））とされており，

一般附属書の標準規定については即時の実施義務があるが，移行措置標準規

定については，当該国について効力を生じた日から５年の実施猶予が設けら

れている（同第１３条２）。また，個別附属書又はそれに含まれる章（chapter）

の受諾は任意であるが，受諾した加盟国は当該個別附属書又はその章内の標

準規定を実施する義務を負い（同第１２条２），勧告規定については，留保を

付さない場合には当該勧告規定に拘束され（同条２），効力発生から３年以

内に実施する義務が生じる（同条３）。

なお，一般附属書に含まれる１０章及び１０の個別附属書それぞれに対して，

締約国の実施を支援するためのガイドラインが策定されている。これらは締

約国に対し拘束力のある文書ではなく，改正京都規約各規定についての説明

と，それに関して締約国が実施すべき措置の説明やベストプラクティスを紹

介等している４５。

②紛争解決規定

紛争については，改正京都規約においては，「できる限り当該締約国間の

交渉によって解決する」，解決されない場合には，「管理委員会に付託するも

のとし，同委員会は，その紛争を審議し，解決のための勧告を行う」，さら

に，紛争当事国は，当該「勧告を拘束力を有するものとして受諾することを

事前に合意することができる」とされている（第１４条）４６。しかしながら，
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４７ 藤岡（２０１１）p.１７７参照。最近の状況については，専門家より聴取（於：東京，２０２０
年８月４日）。

４８ WCO news“WCO Working Group on the Comprehensive Review of the RKC
holds its First Meeting”参照。

これらの規定を援用して紛争を解決した事例は見られない４７。

以上のように，WCOの改正京都規約は条約であり，一部規定の留保を行

わない限りは実施義務は伴うものの，実施しない場合等のパネル等による協

定との整合性の判断や報復措置等の紛争解決手続きがないという意味で，強

制力を持たせて加盟国に規定の実施を迫るWTO協定のような紛争解決規定

ではないことに留意する必要がある。

③管理委員会

管理委員会の任務は規約本体の改正，一般附属書，個別附属書の改正及び

個別附属書及び新たな章の追加，ガイドラインの検討と更新，規約に関連し

て付託される他のあらゆる問題となっている（規約本体第６条５）。

管理委員会は，同規約の解釈及び適用の統一に関してはガイドラインの策

定を通じて各国の意思統一を緩やかに諮っているが，特定国の特定措置の実

施についてモニターし，実施させるような手続きや，HS委員会における日々

生じる貨物の関税分類の所属を統一する「決定」を行うわけではない。

WTOにおいて貿易円滑化交渉が進捗する中，２００６年１月の規約発効後に

開催された第１回管理委員会以降，同規約への加入促進やガイドライン策定

の議論とともに，改正京都規約を改訂するかどうか等の議論が行なわれてい

た。改正京都規約の改正のためにレビューを行うとの管理委員会からの勧告

に基づき，２０１８年６月の政策委員会において，管理委員会の下に改正京都規

約WGの設置が決定され４８，それ以降，作業部会及び更にそのサブグループ

に分かれレビューの議論が行われている。
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４９ 本稿における両協定の条文比較の際には，Wolffgang and Kafeero（２０１４）の対
照表を基に，対象となる規定については適宜加除を行い，比較のレベルは貿易円滑

化協定４７項目（２．（１）①参照）を基本に，内容によっては下位のパラグラフレベ

ルとした。なお，改正京都規約ガイドラインについては，拘束力がないこと及びほ

とんどの改正京都規約の条文の解説が含まれることから分析対象としていない。対

照表については，Wolffgang and Kafeero（２０１４）pp.２８-３０参照。
５０ 改正京都規約義務における標準規定（または移行措置）から努力規定となったも

の。

３ 貿易円滑化協定と改正京都規約の関連規定の比較及び考察

１９９９年には，WCOにおいて作成された改正京都規約が存在しており，２００４

年７月以降開始された貿易円滑化交渉においては，WCOの専門職員がWTO

の会議にオブザーバーとして参加し，改正京都規約の規定等の解説を行った

り，各国のWTO交渉団には当該国の税関職員が参加し交渉を行っていた。

結果，WCOの改正京都規約の条文等から多くの事項が採用されたと言われ

ているが，改正京都規約の内容がどの程度貿易円滑化協定に反映されたのか

以下に検討する。

貿易円滑化協定の各規定に関連すると思われる改正京都規約の規定を比較

し４９，a.税関を対象とした規定を他の国境機関に対象を拡大したもの（「国

境機関への拡大」），b.新規に導入された規定（「新規導入」），c.改正京都規

約の規定内容を強化又は明確化したもの（「規定の強化・明確化」），d.改正

京都規約で義務であったものの義務を緩和しているもの（「義務の緩和」）５０，

e.貿易円滑化協定に項目はあるものの，採用されなかった内容（「未規定」），

f.貿易円滑化協定に改正京都規約の特定分野が含まれなかった内容（「未採

用規定」），g.WTO以外の国際機関やその成果物への言及（「他国際機関に関

する規定」），の７タイプに分類した（表２「改正京都規約との対比における

貿易円滑化協定の規定の分類」参照。具体的規定の比較及び詳細なコメント

については，別添の資料「WTO貿易円滑化協定とWCO改正京都規約の規
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５１ 本稿では，貿易円滑化協定の条文規定を改正京都規約の条文規定と対比するもの

であるが，（注）や（参考）として，GATT規定，WCOの「基準の枠組み」，ヨハ
ネスブルグ協定等についても参考情報として記入した。

５２ Hamanakaは，このような規定をBest Endeavour Obligationとしている。Ha-
manaka（２０１４）, p.３４４参照。

５３ 国内法を条件とした規定は，第７条９.１及び第１０条８.１，緊急の場合を除外した規
定は，第６条１.３に見られる。

５４「税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書」という条約の名称か

らも明らか。

定の比較」参照５１）。

更に，貿易円滑化協定の多くの規定は義務を定めており（shall），それら

を「義務規定」とする。一方，努力する（shall endeavor to），すべき（should），

可能な限り（to the extent possible），適当な場合には（as appropriate），

実行可能な場合にはいつでも（whenever practicable）実効可能なときは

（wherever practicable）といった義務を弱める言葉が挿入された規定が多

く存在する。これらの文言の挿入は，途上国における実施を容易にさせ，ひ

いては貿易円滑化協定交渉の妥結のためであったと考えられるが，Ha-

manaka（２０１４）５２に従い，「努力規定」とした。さらに，本稿では，「自国の

法令に従い及びこれらに合致するように」（subject to and consistent with

its laws and regulations）とする規定に関しては，加盟国の法令の範囲内

でしか義務でなく，それ以上の行動を求められることは義務でないこと，ま

た，「緊急事態の場合を除くほか」（except in urgent circumstances）につ

いても，緊急の場合には従う義務がないことから，これらの規定についても

「努力規定」に分類した５３。

（１）規定詳細についての比較及び考察

a.国境機関への拡大

改正京都規約は，WCOメンバーが作成した税関に関する協定であるた

め，義務主体は税関に限定されているが５４，貿易円滑化協定では，一部の規
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５５ 例えば，罰に関する規律（第６条３），税関の管理下における輸入を予定してい

る物品の移動（第９条）。

５６ シングル・ウィンドウの導入は，電子システムによらずとも，まずは物理的に関

係省庁等が集まり手続きを一か所で行う場所を設置することでも満たすことができ

る。

５７ 改正京都規約における勧告規定の内容が，貿易円滑化協定において努力規定に

なっているものについては，同程度の義務とし，含めていない。

定を除き５５，貿易円滑化交渉の対象が税関の範疇にとどまらず，義務の対象

を動植物検疫，食品衛生等輸出入手続きを担う国境機関まで広げ義務を課し

ていることが特徴的である。法令公表，到着前の手続き開始等の義務規定，

照会所の設置等の努力規定がそれぞれ３項目あった。

b.新規導入

改正京都規約に規定されていない内容について，義務規定，努力規定それ

ぞれ１０項目が規定された。義務規定では，急送貨物の迅速な引取り許可手続

き，輸出入及び通過に関する所要手続きや書類について検討（レビュー）す

ること，国内における共通の税関手続きや統一的書類等，貿易円滑化のため

に非常に重要な項目が規定された。また，事前情報の電子的提出，税関への

税及び課徴金の電子的支払い及びシングル・ウィンドウへの情報技術利用に

ついては，困難な途上国が存在するため努力規定に留まったものと考えらえ

るが，通関関係法令改正に関する意見表明の機会やシングル・ウィンドウの

設置及び維持５６という重要項目についても努力規定に留まっている。

c.規定の強化・明確化

改正京都規約における規定よりも強い義務やより具体的義務を課した内容

が規定されており５７，義務規定，努力規定それぞれ６項目あった。義務規定

には，事前教示制度を拒否できる場合の要件，期限，効力及び事前教示分野

の明確化，認定事業者に対し輸出入通関及び通過に関して与える貿易円滑化

措置を具体的に列挙するなど，重要な項目が明確化された。一方，同様に重

要であると考えらえる関税評価，関税減免分野等の事前教示，リスク管理の
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５８ WTOの原産地規則協定は，非特恵に関する原産地規則の調和作業を規定し，そ
れまでの間に加盟国が遵守すべきことを規定している。改正京都規約附属書Kにお

方法・基準等については，努力規定に留まった。

d.義務の緩和

改正京都規約において義務であった内容が貿易円滑化協定においては努力

規定になり，義務の緩和が認められたものが４項目あった。重要な内容とし

ては，改正京都規約において税関の貿易関係者と公式の協議関係を設定し維

持することを義務として規定していたが，貿易円滑化協定では国境機関をカ

バーするように広くなったものの，「適当な場合には」との努力規定となっ

たこと，また，リスク管理について，改正京都規約においては標準規定で義

務であったものが，貿易円滑化協定では「可能な限り」の制度採用又は維持

という努力規定となったことが挙げられる。

e.未規定

貿易円滑化協定の項目の内容で手当されなかった内容が６項目あるが，申

告書記載事項の必要最小限とすること及び情報技術導入の際の関連団体との

協議以外については，技術的なものではある。

ただし，貿易円滑化協定の規定には，改正京都規約を参照せよとの規定が

ないため，それらの技術的事項について貿易円滑化協定においてどのように

運用すればよいのかという疑問が残る（そもそも採用されなかった分野につ

いては次の f．参照）。

f.未採用規定

貿易円滑化協定には導入されなかった内容には，申告書受領後の税関検査

の速やかな実施，税徴収の最低税額の設定等の特定項目と，保税倉庫，自由

地域，積替え，特殊手続き，原産地規則等分野毎規定されなかったものがあ

る。前者の特定項目については，貿易円滑化のより推進という観点から，い

ずれ導入の検討が行われる可能性はあるが，後者の旅行者等の特殊手続き及

び原産地規則については，その特殊性及びWTO原産地規則協定５８があるこ
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いては，原産地規則一般に関し，定義（第１章），原産地証明書類（第２章），原産

地証明書類の調査（第３章）を定めており，第２章及び第３章は手続き分野に焦点

をあてている。

５９ Para.１.５of Article２３, Section III
The Committee shall maintain close contact with other international organi-

zations in the field of trade facilitation, such as the World Customs Organiza-
tion, with the objective of securing the best available advice for the implemen-
tation and administration of this Agreement and in order to ensure that unnec-
essary duplication of effort is avoided. To this end, the Committee may invite
representatives of such organizations or their subsidiary bodies to:
a. attend meetings of the Committee; and
b. discuss specific matters related to the implementation of this Agreement.

とから，貿易円滑化協定が規定しなかったことは妥当であると考えられる。

なお，これらの規定が貿易円滑化協定において規定されていないという点

は，改正京都規約の規定との重複がないという意味において，将来的に両協

定間で法的な問題にはならないということが指摘できる。

g.他国際機関等の規定

貿易円滑化協定は，「（貿易円滑化）委員会は，この協定の実施及び運用の

ための入手可能な最良の助言を確保するため，並びに努力の不必要な重複を

避けることを確保するため，貿易の円滑化の分野における他の国際機関

（WCO等）と緊密な連絡を維持する」（第３節第２３条１.５５９）と規定し，関

連国際機関との協力を規定，特にWCOが例示されている。

また，「加盟国は，（略）輸入，輸出又は通過の方式及び手続の基礎として

関連する国際的な基準又はその一部を使用するよう奨励される」と規定し（第

１０条３.１），他国際機関等の基準の使用を一般的に奨励している。

国際機関の成果物を具体的に引用した規定があり，引取りまでに要する平

均的な時間を測定し公表する旨の努力規定に関し，そのツールとして，WCO

の「引取りまでに要する時間の調査」を特に例示（第７条６.１）している。

また，例示はしないものの，輸出入・通過手続きの基礎として「関連する国

際的な基準又はその一部を使用するよう奨励される」と規定（第１０条３.１），
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表２ 改正京都規約との対比における貿易円滑化協定の規定の分類

・通関関係法令改正に関する
意見表明の機会（第２条１.
１）
・採取見本の試験結果が輸入
者にとって不利な場合の２
回目の試験実施（第５条
３）
・手数料・課徴金の種類の減
少の検討（第６条１.４）
・事前情報の電子的提出（第
７条１.２）
・税関への税・課徴金の電子
的支払い（第７条２）
・引取りまでに要する平均的
な時間測定・公表（第７条
６.１）
・複数の政策オプションがあ
る場合のより貿易制限的で
ない措置の採用（第１０条１.
１）
・他国境当局の所有する通関
書類の当該当局からの入手
（第１０条２.２）
・通関書類や電子データを単
一窓口で処理するシング
ル・ウィンドウの導入（第
１０条４.１）及び情報技術の
利用（同条４.２）
・（法令の範囲内において）
衛生植物検疫措置及び強制
規格のために輸入が許可さ
れない場合の積戻し容認
（第１０条８.１）

・人・動物・植物の生命・健康を保
護する措置に関する通達等を発出
している場合にその事情が存在し
なくなった際の廃止（第５条１）
・急送貨物の迅速な引取許可を認め
る手続きを維持・採用（第７条８.
１）
・国境における国境機関同士の協力
（第８条１）
・輸出入・通過に関する所要手続
き・書類の検討（第１０条１.１）
・輸入の要件としての輸出申告書写
しの要求禁止（第１０条２.３）
・分類・評価に関し船積み前検査の
利用要求を禁止（第１０条５.１）
・通関業者使用義務付けの禁止（第
１０条６.１）
・国内における共通の税関手続き・
統一的書類（第１０条７.１）
・不要となった際の通過規則の廃止
（第１１条１）
・運送料金・行政経費・役務相当の
手数料・課徴金以外の賦課の禁止
等（第１１条２）

b. 新規導入

・照会所の設置（第１条３.１）
・税関以外の行政決定に対す
る規定適用（第４条１.６）
・腐敗しやすい貨物の可能な
限り早い引取り（第７条９.
１）

・法令等の公表（第１条１.１）
・手数料・課徴金の公表等（第６条
１）
・到着前の手続開始（第７条１.１）

a.国境機関へ
の拡大

努力規定義務規定
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・申告書受領後できる限り速やかな税関検査実施（一般附属書第３
章第３３条）
・税徴収の最低税額の設定（一般附属書第４章第１３条）
・超過課税の場合の払戻し（一般附属書第４章第１８条から第２４条）
・輸入税免除を認める場合の国内法定化（個別附属書B第３章第２
条）
・保税倉庫に関する規定（個別附属書D第１章）
・自由地域に関する規定（個別附属書D第２章）
・積替えに関する規定（個別附属書E第２章）
・特殊手続き（旅行者，郵便物，商業用運送手段，貯蔵品）に関す
る規定（個別附属書J）
・原産地規則に関する規定（個別附属書K）

f.未採用規定

・情報技術導入の際の（できる限りの）関連団体との協議（第２条
２）
・留置の場合の通知内容，留置条件（第５条２）
・必要最小限の試験採取（第５条３）
・申告書記載事項の必要最小限化等（第１０条１.１）
・国外修繕等の再輸入に関する詳細条件（第１０条９）
・封印及び保税運送の期間（第１１条）

e. 未規定

・税関の貿易業者との定期的協議（第２条２）
・税関管理のためのリスク管理制度の導入・維持（第７条４）
・税関と国境機関の検査時間等の調整（第８条２）
・税関管理下の物品移動（第９条）

d. 義務の緩和

・インターネットでの更新
（第１条２.１），
・関税評価，関税減免分野等
の事前教示（第３条９）
・到着前手続きに提出する情
報の電子的提出（第７条１.
２）
・リスク管理の方法・基準
（第７条４.３～４.４）
・認定事業者の認定要件の例
示（第７条７.２）
・国境機関の協力調整（第８
条２）

・公表内容を具体的に列挙（第１条
１.１）
・インターネットでの公表（第１条
２.１）
・事前教示を拒否できる場合の要
件，期限，効力，事前教示分野の
明確化（第３条３～９），
・留置の場合の迅速な通知（第５条
２）
・通関後監査が明示的に義務化，監
査結果等詳細も規定（第７条５.１
～５.４）
・認定事業者に対し輸出入・通過に
関する貿易円滑化措置導入（第７
条７.３）

c. 規定の強
化・明確化
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（注）著者作成。括弧内は貿易円滑化協定第１節の条文，ただし，fの括弧内は改正
京都規約の条文。

・WCO「引取りまでに要す
る時間の調査」の使用（第
７条６.１）
・認定事業者制度について，
国際基準が存在する場合に
は，当該基準に基づく制度
構築（第７条７.４）。
・輸出入・通過手続きに関連
する国際的基準の使用（第
１０条３.１）

・貿易円滑化に関する他の国際機関
との緊密な連絡の維持（第３節第
２３条１.５）

g. 他国際機関
に関する規定

６０ Hamanakaは，多くの義務は努力規定であり，義務規定は非常に少ない，と評価
している。Hamanaka（２０１４）p.３４９参照。

認定事業者制度について，「国際的な基準が存在する場合には，当該基準に

基づいて認定事業者制度を構築するよう奨励される」するとの規定が導入さ

れた（第７条７.４）。前者には，改正京都規約が，また，後者には「基準の枠

組み」における認定事業者制度が含みうると考えられる。

以上を勘案すると，改正京都規約の規定から規定されなかった項目も多く

あるものの，義務が緩和された事項は少なく，一方，改正京都規約の規定と

比較し，多くの項目が新規に導入されたり，強化又は明確化される形で義務

化されたと言える。ただし，新規及び強化又は明確化された規定の半数が努

力規定であり，義務化の程度はそれほどではないといえる６０。

また，規定されなかった事項については，法的には貿易円滑化協定と改正

京都規約の重複はないといえるものの，ほとんどの項目において両条約の規

定が重複し，より強化された規定や緩和された規定等，相当の断片化が生じ

ているといえる。

なお，本稿では比較分析にはとりあげなかったが，「基準の枠組み」に含

まれる事前電子貨物情報の提出，条件を満たす認定事業者への利便性の賦与

等の内容が貿易円滑化協定に取込まれている（別添の資料の備考欄参照）。
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６１ 他にも，Wolffgang and Kafeeroは，Data Model，Coordinated Management
Compendium等が反映されているとしている。Wolffgang and Kafeero（２０１４）p.
３５参照。

６２ Armella（２０１９）p.２８１は，貿易円滑化協定は，税関手続，管理及び事業者に関連
して初めて具体的基準と規則を定めた超国家的規制の枠組み，と評価している。

６３ Foltea（２０１２）p.８３９参照。 その他の規定としては，GATT第２１条を挙げている。

それは，改正京都規約が１９９９年に採択され，それ以降の国際的問題が当該規

約において反映されておらず，「基準の枠組み」という新たなガイドライン

に反映されていたことに起因していると考えられる６１。

貿易円滑化協定の紛争解決手続きの適用に関しては，S&D規定により（上

記２．（１）③参照），開発途上国に猶予があり，LDCについては中期的に適

用はないといえるものの，貿易円滑化協定のWTO協定への組込みにより，

改正京都規約よりはるかに実施に関する実効性が高まったという意味では，

貿易円滑化に関する全く新たな法的枠組みが形成されたといっても過言では

ないと考える６２。

（２）他国際機関との関係

GATT/WTOにおける他国際機関への言及については貿易円滑化協定が初

めてのものではない。GATTには，国際通貨基金（以下，「IMF」）に関し，

IMFの権限内の為替上の問題等の政策を遂行できるよう締約国団はＩＭＦ

との協力に努める，IMFが貨幣準備，国際収支は又は外国為替取極に関す

る問題を審査する場合に十分 IMF協議し，IMFが提示する統計等すべての

認定を受諾し，為替事項に関する措置が IMF又は他の締約国との間の特別

為替取極状況に従っているかについての IMFの決定を受諾する等，IMFが

実施する業務について明確な管轄規定が存在する（GATT第１５条）。ここま

での権限を与えられた国際機関はなく，このようなWTOと他の国際機関と

の不整合を回避する規定はあまりないとされている６３。その他，知的所有権

の貿易関連の側面に関する協定（以下，「TRIPS協定」）においては，WIPO
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６４ Foltea（２０１２） p.８３９参照。
６５ Foltea（２０１２） pp.８２０-８２１参照。
６６ １９６９年の条約法に関するウィーン条約

との協力取決めへの言及はあるものの，国際協力（第６９条）及び技術協力規

定（第６７条）においては，WIPOへの言及はなく，IMFより関係性が弱い

ものとなっている６４。

税関分野に関しては，WTO関税評価協定及び原産地規則協定では，WTO

には委員会を，WCOには対応する技術委員会を設置し，それら役割の分担

まで定められている６５。一方，貿易円滑化協定においては税関手続きに関す

る規定が数多く定められているにかかわらず，貿易円滑化委員会における

WCO等との緊密な連絡の維持やWCOの成果物の利用に関する記述は見ら

れるものの，技術的な論点をWCOの「貿易円滑化技術委員会」で検討する

という仕組みにはなっておらず，WTOとWCOの役割分担は明確にされて

いない。

（３）将来的な貿易円滑化分野に関する紛争

貿易円滑化協定と改正京都規約は全く別個の条約であり，それぞれの条約

の規定に従って運用され，紛争があった場合には，それぞれの紛争解決手続

きが援用されるということになるものの，２．で見たように改正京都規約に

おける紛争解決手続きは弱いものであることを考慮すると，貿易円滑化分野

における紛争が改正京都規約を根拠として行われることは想定しにくい。と

すると論点は，将来的に起こり得る貿易円滑化協定の規定に関する紛争にお

いて，関連する改正京都規約がWTOにおいてどう扱われるのであろうか，

という点になる。

関税譲許に関連した関税分類に係るWTOの紛争においては，WTOメン

バーが使用しているHS条約附属書の品目分類表，HS委員会における決定

等がWTO紛争解決パネルで検討された。品目分類表等についてはＨＳ条約

の不可分の一体であり，拘束力があり，“context”（条約法条約６６第３１条２
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６７ 詳細はYamaoka（２０１４）pp.２００-２０１参照。
６８ WTOにおいては，貿易円滑化協定の途上国による実施に関する通報が進んでお
り，今後実施期限との関係や延長が議論となるものと思われる。

（a））として扱われたが，拘束力のない，分類の詳細を解説したHS委員会

の決定である「解説」もそれらに近い取扱いが行われた。一方，HS委員会

における分類の個別決定等については，“subsequent practice”（同条約第

３１条３（b））とされた。さらに，“subsequent practice”の規定を厳しく解

釈する場合には，HS委員会における決定等がWTOの紛争において顧みら

れず，WTOとWCOの法的断片化が進む可能性を示した６７。

以上のことから，貿易円滑化協定と改正京都規約との関係が明確に規定さ

れていない現状において，貿易円滑化協定の将来的な紛争において，改正京

都規約やその他WCOの成果物がどのように取り扱われるべきか，法的な検

討をしておくべきであると考える。

４ おわりに

本稿では，まず，国際的に策定された貿易円滑化に係る国際協定等につ

いて概観し，WTO貿易円滑化協定については，規定の実施猶予に加え，紛

争解決の援用についても猶予があること，WCO改正京都規約については，

実質的に機能している紛争解決手続きはないことを見た。さらに，貿易円滑

化協定と改正京都規約の規定を比較することにより，ただ単に正京都規約か

ら規定の採用が行われただけでなく，多くの事項が新たに又は追加的な内容

が規定されたことが明らかとなった。さらに，今後想定される貿易円滑化協

定に係る紛争においては，WCOの成果物の取扱いがあいまいである中，当

該成果物がどのように紛争解決過程において言及されるか今後検討すべきで

あるとの問題提起を行った。

特に，貿易円滑化協定の実施が進めば６８，紛争問題が提起される可能性が
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